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１．一般会計 

【総務費】 

・衆議院議員選挙事務費等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

【民生費】 

・【物価高騰対策】地域子ども・子育て支援事業継続支援事業（地域子ども・子育て 

支援事業継続支援事業費、子育て支援センター管理運営費、認定こども園管理運 

営費） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

【債務負担行為】 

・市庁舎北館屋上防水等改修工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 



 

 

 

 

１．目的 

衆議院議員選挙（令和８年１月27日公示、令和８年２月８日投開票）にかかる予

算を計上する。 

 

２．内容 

投票立会人等の報酬のほか、投開票事務等に従事する職員の時間外勤務手当や選挙

事務にかかる経費を計上する。 

なお、選挙の執行にあたり早急に契約すべき事務にかかる経費については、予備費

の充用によって対応を行っている。 

 

① 補正予算による対応分    ５９，２２０千円 

非常勤職員報酬               ５，３２９千円 

職員手当等                ３６，５６１千円 

衆議院議員選挙事務費           １７，３３０千円 

     うち投票所入場券等郵送料        １１，８６６千円 

     うち選挙公報配布関係費          ２，８１３千円 

     うち会場借上げ関係費           １，４４３千円      

     ほか 

 

② 予備費の充用による対応分  ７７，４３０千円  

選挙事務従事者派遣業務委託         ２３，８３４千円 

ポスター掲示場設置撤去業務委託      １４，６１３千円 

投票所入場券印刷・印字・封入業務委託     ５，０１６千円 

ほか 

 

③ 衆議院議員選挙に係る経費の総額（①＋②の合計）  １３６，６５０千円 

 

３．補正予算額 ５９，２２０千円 

             （財源内訳）県支出金（10/10） １３６，６５０千円 

                   一般財源      △７７，４３０千円 
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１．目的 

 国の子ども・子育て支援交付金を活用した事業等を継続的に実施し、こどもや子

育て世帯等への支援の充実及び安定的な事業運営を図る。 

 

 

２．内容 

国の「子ども・子育て支援交付金」を活用して、物価上昇といった厳しい環境の中でも安

定的な事業運営を継続して提供できるよう、物品の購入等に係る経費に対する支援を行う。 

 

〈事業概要〉 

・対象事業：子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業 

・上 限 額：放課後児童健全育成事業    ５０千円（１支援の単位当たり） 

      放課後児童健全育成事業以外  ２５千円（１か所当たり） 

       ・利用者支援事業 ・延長保育事業 ・子育て短期支援事業 

       ・乳児家庭全戸訪問事業 ・子育て世帯訪問支援事業 

       ・地域子育て支援拠点事業 ・一時預かり事業 

       ・病児保育事業 ・子育て援助活動支援事業 ・産後ケア事業 

 

 

３．補正予算額  ６，８２５千円 （財源内訳） 

国庫支出金（1/3）  ２，２７５千円 

 県支出金（1/3）   ２，２７５千円 

一般財源        ２，２７５千円 

令和 8 年 2 月定例月議会 
こども未来課、こども家庭センター、 
保育幼稚園課 
補正予算書 P16～17 

地域子ども・子育て支援事業継続支援事業 
（地域子ども・子育て支援事業継続支援事業費、 

子育て支援センター管理運営費、認定こども園管理運営費） 

物価高騰 

対策 

4



 

 
 

 

１．目的 

四日市市公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な予防保全工事により、施設・

設備の長寿命化を図り、施設の維持管理経費の低減と財政負担の平準化を図る。 

なお、本工事は、市庁舎北館の外壁、屋上防水工事を行うものである。 

 

 

２．内容 

市庁舎北館屋上防水等改修の設計の際、足場等を設置せずに打診できる範囲にお

いて、打診調査を行った。その調査を行った範囲におけるタイルの補修が必要な箇

所の面積割合を基に、全体の補修が必要な面積を想定、積算し発注した。 

工事契約締結後、受注者が足場を設置し、北館全体を打診調査した結果、補修が

必要なタイルが設計時の想定以上に存在することが判明した。補修するタイルが設

計時から大幅に増加することから、変更契約が必要となった。そのため、債務負担

行為の増額補正を行うものである。 

 

工事の変更内容 

タイル補修面積 設計時 ３．８㎡  → 調査後 １２７㎡ 

 

１. 工事名 ： 市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事 

２. 受注者 ： 中日本建設株式会社 

３. 契約額 ： ２８９，５３１，０００円 

 契約額内訳                            単位：円 

 令和７年度 令和８年度 工事費計 

道路管理課 106,731,680 160,097,520 266,829,200 

資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課 9,078,320 13,623,480 22,701,800 

 変更工事費想定金額                        単位：円 

 令和７年度 令和８年度 工事費計 増加額 

道路管理課 106,731,680 183,399,000 290,130,680 23,301,480 

資産ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課 9,078,320 49,263,480 58,341,800 35,640,000 

 

         

３．債務負担行為（変更） 

   限度額 変更前 １５，７４２千円 

変更後 ４９，２６４千円 

   期 間 令和７年度から令和８年度まで 

市庁舎北館屋上防水等改修工事費 

（債務負担行為） 

令和 8 年 2 月定例月議会 
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